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①契約零面に記載した旅行開始 日又は旅行終
了日の変軍
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の契和言的に言じ朝した人場する観光地又は観
光施設 (レストランを含む)その他旅行の 目的地変
更

10 2.0

⑬契約喜面に記載した運送機関の等級又は設
備のより低い料金のものへの変更(変更後の等
級及び設備のより1底い料金の合計額が契約善
面に記載した等級及ぴ設備のそれを下回つた
場合に限ります。)
⑭契約警的に記朝した運送機関の種類又は会
社名の変更

∪契網言口に記載した不男5円旅行開始地の空
港又は旅行終了地の空港の異なる便への変更
⑥契約書面に記載した本邦内と本邦外との問
における直行便の乗継便又は経由便への変更

の契約害的に記朝した宿泊機関の種類又は名
称の牙百

∪ 巽利著 画に記瓢した1菖凋破 関の各至 の種
類、設備、景観その他の客室の条件の変更
(江り 1脈行開始Hll」とほ、当該変貝について旅行開靖 日の前 日ま
でにお客様に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、当該変更
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15衛 生情報について

穐切輛辞品推鴛が率昔品発鮫た最曳労働省検疫所ホ
ームヘ°―シ°

16海 外危険情報について

19事 故等のお申出について
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに最終日程表でお知らせ
する連絡先にご通知ください。(もし、通知できない事情がある場合は、
その事情がなくなり次第ご通知ください。)

20燃 油サーチャージについて
(1)燃油サーチャージは、旅行代金には含まれておりません。出発日
や利用航空会社等により必要となる場合がありますので、旅行代金
と併せて日本円でお支払いください。詳しくは、契約時にご案内申し
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